
 
 
 
デジタル化に伴い、求人受理や、更新（再受理）、内容の変更に関しては、ハローワークインターネット
サービスのマイページからのお申し込みをお願いしています。 
（マイページの開設がお済みでない場合は、ご相談ください。） 

既存の求人のお申し込みは転用（以前の求人内容を活用して新しく登録する方法）が便利です。 

＜注意＞有効期間延長について 

 
 
 
 
 

   1 ヶ月のみの延長でなければ転用で新規求人としてご依頼ください。 

ハローワークインターネットサービス活用法 

申し込みは１回のみ 
有効期間（紹介期限）が１ヶ月延びるだけ。（新規求人の有効期限は３ヶ月） 
求人受付日は古いままなので、新規求人にはなりません。 
期限ぎりぎりの申し込みは、処理時間により間に合わず無効になる可能性があります。 
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その他の操作方法や便利な機能に関しては、マニュアルをご活用ください。 

 
 

求人・企画部門では、わかりやすい求人票の作成のサポートや求人に関するご相談を 
従来通り行っています。求人票の見直しや新規募集の際は、ぜひご相談ください。 

 
 
    
   
 

これからもハローワークでは求人者と求職者をつなぐ架け橋として 
さまざまなサービスを提供してまいります。求人票の内容などぜひご相談ください。 
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https://www.hwllowwork.mhlw.go.jp/index.html 

ご利用方法のマニュアルはこちら 

★ 操作方法はヘルプデスクをご活用ください。 

0570-077450 

月～金 9：30～18：00（年末年始、祝日を除く） 

記入例；求人内容について 

来所して相談希望 

ご相談の際は、ハローワークへの連絡事項欄に 

来所でのご相談やお電話でのご相談の旨をご記入ください。 


